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食品の安全性確保のための体制と

取組について　　　　　　

　　

　　　　　　　　　　

平成１７年平成１７年３３月月８８日日
食品安全委員会食品安全委員会

委員長　　寺田　雅昭委員長　　寺田　雅昭

食品に関するリスクコミュニケーション

（リスク分析の概念を踏まえた食品安全の取組や健康食品についての意見交換会）

50

40

30

20

10

0

(%)

国民生活における関心事項の割合

自
分
の
健
康

家
族
の
健
康

老
後
の
生
活
設
計

今
後
の
収
入
や

資
産
の
見
通
し

家
族
の
生
活
上
の

問
題

現
在
の
収
入
や
資
産

家
族
や
親
戚
間
の

人
間
関
係

自
分
の
生
活
上
の

問
題

事
業
や
家
業
の

経
営
上
の
問
題

勤
務
先
の
仕
事
や

人
間
関
係



2

食品の安全性への関心

食中毒や食品汚染

・大腸菌Ｏ１５７
・サルモネラ
・ＢＳＥ
・ダイオキシン

大量生産

グローバル化ー輸入食品

新技術ー組み換え食品

健康への関心の高まり

情報化社会

主要先進国の総合食料自給率（カロリーベース）
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※資料：農林水産省「食料需給表」、ＦＡＯ”Food Balance Sheets”を基に試算
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これまでの行政対応の問題点

「ＢＳＥ問題に関する調査検討委員会報告」においては、

　　１）危機意識の欠如と危機管理体制の欠落

　　２）生産者優先・消費者保護軽視の行政

　　３）政策決定過程の不透明な行政機構

　　４）農林水産省と厚生労働省の連携不足

　　５）専門家の意見を適切に反映しない行政

　　６）情報公開の不徹底と消費者の理解不足　

　

　 等がＢＳＥ問題にかかわる「行政対応の問題点」 として指摘
されている。

今後の食品安全行政のあり方について

• 消費者の健康保護を最優先に、食品安全行
政にリスク分析手法を導入し、食品の安全に
関するリスク評価を行う食品安全委員会を新
たに設置

• 消費者の保護を基本とした包括的な食品の
安全を確保するための法律として食品安全基
本法を制定
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リスク分析

リスク ：健康への悪影響が生じる確率とその影

響の程度

リスク分析：健康への悪影響の発生を防止、または

影響を最少に抑制することを目的とし

て、以下の3つの要素からなる。

・リスクアセスメント

・リスクマネージメント

　　 ・リスクコミュニケーション

リスク分析手法の導入

• 事故の未然防止体制の強化

• 「科学」と「行政」の分離

• 政策決定過程の透明化

• 消費者への正確な情報提供
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食品のリスクアセスメント

人の健康に悪影響を及ぼすおそれがある生物
学的、化学的若しくは物理的な要因又は状態で
あって、食品に含まれ、又は食品が置かれるお
それがあるものが当該食品が摂取されることに
より人の健康に及ぼす影響についての評価

その時点において到達されている水準の科学的
知見に基づいて、客観的かつ中立公正に実施

生
体
影
響

無毒性量

非可逆的

　影響量

致 死 量

曝露量

曝露量と生体影響の関係

可逆的

影響量

最大無作用量
ADI（最大無作用量の100分の1）

実際の使用レベル
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リスクマネジメント

アセスメントの結果の検討

利用可能なマネジメント方法の選択と、適切な安全
性基準の決定
・リスクの程度
・コスト－利益
・技術的実現性
・安全基準の決定

マネジメントの実施

モニタリングと再評価
（健康の保護が最重要、透明性、説明責任）

リスクコミュニケーション
委員会の原則公開、議事録等のホームページへの掲載

意見交換会：１３９回　（平成１５年７月１日～平成１７年２月１０日）

食品安全委員会委員の各地での講演、意見交換会への参加
：７回　（平成１５年７月１日～平成１６年７月５日）

消費者団体、食品関連事業者、地方公共団体等と委員との
意見交換 ：１９回　（平成１５年７月１日～平成１７年２月１０日）

食品安全モニター会議：１７回　（平成１５年度、１６年度実績　（予定を含む））

ホームページ、パンフレット

食の安全ダイヤル

リスクコミュニケーション担当者会議の実施：毎月２回程度

食品健康影響評価等に対する国民からの意見、情報の募集
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新たな食品安全行政

内　閣　府

食品安全担当大臣

厚生労働省

○食品衛生に関するリスク管理
　

・添加物指定・農薬等の残留基準や食品
　加工・製造基準等の策定
・食品の製造、流通、販売等に係る監視
　指導を通じた食品の安全性確保
・リスクコミュニケーションの実施

農林水産省

○農林水産物等に関するリスク管理
　

・生産資材の安全性確保や規制等
・農林水産物等の生産、流通及び消費の
　改善活動を通じた安全性確保
・リスクコミュニケーションの実施

食品安全委員会

・リスク評価（食品健康影響評価）
・リスクコミュニケーションの実施
・緊急の事態への対応

評価結果の通知、勧告

諸外国・
国際機関等

情報収集・交換

評価結果の通知、勧告

消　費　者　・　事　業　者　等

評価の要請 評価の要請

リ ス ク コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン
関係者相互間の幅広い情報や意見の交換

その他関係行政機関その他関係行政機関

食品安全委員会の組織

・専門調査会
　　１．企画

　　２．リスクコミュニケーション

　　３．緊急時対応

　　４．添加物

　　５．農薬

　　６．動物用医薬品

　　７．器具・容器包装

委員会　
　　常勤４人　非常勤３人

　　８．化学物質
　　９．汚染物質

　１０．微生物
　１１．ウイルス
　１２．プリオン
　１３．かび毒・自然毒等
　１４．遺伝子組換え食品等　　　
　１５．新開発食品
　１６．肥料・飼料等　
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・事務局（事務局長、次長、４課１官）

　　・総務課

　　　　　　　・評価課

　　　　　　　・勧告広報課

　　　　　　　・情報・緊急時対応課

　　　　　　　・リスクコミュニケーション官

食品健康影響評価の実施状況
(平成１７年１月１７日現在）

１３２１３２３６３３６３合計合計

５５９９その他その他

５５８８プリオンプリオン

７７７７肥料・飼料等肥料・飼料等

６６２４２４遺伝子組換え食品等遺伝子組換え食品等

３１３１４４４４動物用医薬品動物用医薬品

２５２５３８３８添加物添加物

３０３０５０５０新開発食品等新開発食品等

００５０５０汚染物質汚染物質

２３２３１３３１３３農薬農薬

うち評価終了うち評価終了既要請品目既要請品目専門調査会名専門調査会名
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専門調査会（２００３．７．１～２００５．２．１０）

合計開催回数：１８５回

食品健康影響評価について
３６３品目の評価要請を受け、１３２品目について
評価結果を通知

企画：８回

リスクコミュニケーション：１２回

緊急時対応：９回

添加物：１７回

動物用医薬品：２２回

農薬：2４回

器具・容器包装：６回

汚染物質：８回

微生物：3回

ウイルス：２回

プリオン：１９回

遺伝子組換え食品等：２１回

新開発食品：１９回

肥料・飼料等：１１回

かび毒・自然毒：３回

化学物質： １回

規程の整備
食品安全委員会運営規程・専門調査会運営規程

会議・議事録：公開

食品安全委員会における調査審議方法等について

利害関係者の出席・議決への制限

食品安全行政の円滑な推進のための規程

「食品安全基本法第２１条第１項に規定する
基本的事項」

リスク管理機関との連携・政策調整の強化について

食品安全行政に関する関係府省連絡会議の設置

緊急事態等への対応について
「食品安全関係府省緊急時対応基本要綱」及び
「食品安全委員会緊急時対応基本指針」の策定
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遺伝子組換え食品の
安全性評価について

○平成１６年１月　「遺伝子組換え食品（種子植物）の
安全性評価基準」のとりまとめ

　　・安全性を行おうとする遺伝子組換え食品について、既存　
　　　の食品との比較の可否を判断
　　・組換えＤＮＡ技術によって種子植物に付加されることが予　
　　　想されるすべての性質の変化について、個々の評価項目
　　　に基づき、その可能性を含めて人の健康に対する安全性
　

　　　を評価

○本評価基準等に基づき、個別品目の安全性を評価
　　

鳥インフルエンザの発生に伴う委員会の対応

１　「鶏肉や鶏卵を食べて人が感染することは考えられな１　「鶏肉や鶏卵を食べて人が感染することは考えられな
い」ことについて正確な情報発信い」ことについて正確な情報発信

　・鶏肉や鶏卵の安全性に関する考え方や分かりやすいＱ＆Ａのホームページ　・鶏肉や鶏卵の安全性に関する考え方や分かりやすいＱ＆Ａのホームページ
への掲載への掲載

　・４府省共同で「国民の皆様へ（鳥インフルエンザについて）」を都道府県を通じ　・４府省共同で「国民の皆様へ（鳥インフルエンザについて）」を都道府県を通じ
て周知て周知

「「万が一、食品に鳥インフルエンザウイルスが付いていたとしても現在のところ、万が一、食品に鳥インフルエンザウイルスが付いていたとしても現在のところ、
次の理由から、鶏肉や鶏卵を食べることによって人に感染することは考えら次の理由から、鶏肉や鶏卵を食べることによって人に感染することは考えら
れません。」れません。」

　・このウイルスは酸に弱く、胃酸で死滅すると考えられること・このウイルスは酸に弱く、胃酸で死滅すると考えられること
　・ウイルスが細胞に入り込むためには鍵と鍵穴の関係にある受容体の存在が　・ウイルスが細胞に入り込むためには鍵と鍵穴の関係にある受容体の存在が
必要ですが、人の受容体（鍵穴）は鶏のものとは異なっていること必要ですが、人の受容体（鍵穴）は鶏のものとは異なっていること

　・ウイルスは、通常の調理温度で容易に死滅し、加熱すればさらに安全である　・ウイルスは、通常の調理温度で容易に死滅し、加熱すればさらに安全である
ことこと

２２　鳥インフルエンザ不活化ワクチンを接種した鳥類に由　鳥インフルエンザ不活化ワクチンを接種した鳥類に由
来する食品の安全性についてのリスク評価の実施　来する食品の安全性についてのリスク評価の実施　
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　　　リスクコミュニケーション
　

　　　　　　　　　　リスクに関する情報及び意見の相互交換
　 　 例：意見交換会の開催、パブリック・コメント手続の実施

　　リスク評価
（科学ベース）

　内閣府食品安全委員会

・ＢＳＥの発生頭数
・ｖＣＪＤの患者発生予測
・国内対策の効果の評価

　
　　　等

リスク管理
(政策ベース)

厚生労働省、農林水産省
等
　　

評価に基づく
・と畜場のＢＳＥ検査
・ＳＲＭの除去・焼却
・飼料規制　等

　　

リスク分析とＢＳＥ対策リスク分析とＢＳＥ対策

評価の依頼

（諮問）

評価

（答申）

リスク　　　　健康への悪影響が生ずる確率と影響の程度

リスク分析　健康への悪影響の発生を防止・抑制する科学的手法

BSE発生頭数

日本では、計11頭確認（現在1４頭）
　2001年9月に1例目
　その後　　と畜場での検査（約350万頭）で、9頭（現在11頭）
　　　　　　　死亡牛・異常牛検査（約7万頭）で、1頭（現在２頭）

　若齢牛

　８例目（２３ヶ月齢）：非定型的なBSE

　９例目（２１ヶ月齢）

異常プリオン蛋白質量が
その他の例と比較して
1/500～1/1000と微量

世界23カ国、188,760頭発生（OIE報告2004年7月22日時点）

　 英国（183,880頭）、アイルランド（1,426頭）、

　 フランス（914頭）、ポルトガル（904頭）等
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BSE発症牛体内の感染力価の分布

眼球

0.04%

脳
（三叉神経節を含む）

66.7%

背根神経節
（せき柱に含まれる）

せき髄 25.6%

3.8%

扁桃

回腸遠位部

＊回腸 3.3%
（小腸のうち最後の２ｍ程度）

脳に2/3, 脊髄に1/4, その他の臓器1/12

ｖCJD患者発生数

全世界で1６８人（２００５年２月２日時点）
英国（1５３人）、フランス（９人）、イタリア（1人）、

　 アイルランド（２人＊）、カナダ（１人＊）、

　 米国（１人＊）、日本（１人＊ ）

　＊英国滞在歴あり
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英国 日本

約１００万頭 ５～３５頭ＢＳＥ感染牛

５５,,０００人０００人 ００..１～０１～０..９人９人ｖＣＪＤ発症数ｖＣＪＤ発症数

日本人口に当てはめたｖＣＪＤの感染者発生リスク推計

※

※この値は、過去のリスク。
現在のＢＳＥ対策下ではさらに極めて低い。

わかっているデータは断片的事実
・英国における感染試験：経口投与後３２ヶ月頃に検出限界
　以上の異常プリオンたん白質が脳に蓄積、回腸は６～
１８ヵ月

・日本のと畜場における約３５０万頭の牛の検査
　　　　→　９頭の感染牛確認
　　　　　 →　うち、若齢牛２例（21，23ヶ月齢）
　　　　　　　異常プリオンたん白質は微量（1/500 ~1/1000)
・２０ヶ月齢以下の感染牛を現在の検査で
　　　　発見することは困難であると考えられる

BSE検査によるリスク低減と検査の限界
　－検出可能な月齢－
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SRM（全ての牛の頭部、せき髄、回腸遠位部、背根神経節を
　　　　　含むせき柱）は食品禁止

SRMに異常プリオンたん白質の99%以上が集中

SRM除去によるリスク低減

SRMを食物連鎖から排除できれば、
　vCJDリスクのほとんどは低減される

しかし、と畜処理工程におけるせき髄の残存の可能性等も
あり、常にSRM除去が完全に行われていると考えるのは
現実的ではないと思われる。

また、SRM以外の組織に異常プリオンたん白質が蓄積する
組織が全くないかどうかは、現時点で判断できない
　（ごく微量が末梢神経から検出：中間報告後）

感　染　牛 非　感　染　牛

ＳＲＭ除去 ＳＲＭ除去

消　費
焼却破棄

ＳＲＭ除去

消　費

・ＳＲＭ除去が第一義的に重要

・検査は検出可能な量に異常プリオンたん白質が蓄積したときに有効

ＢＳＥ検査：陽性＝検出可能 ＢＳＥ検査：陰性＝検出不可能 ＢＳＥ検査：陰性
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各国のと畜場におけるＢＳＥ検査体制

農場段階におい
て２４ヶ月齢以
上の死亡牛等の
リスク牛につい
ても検査

今後1～1.5年
間に農場段階を
含め３０ヶ月齢
以上の死亡牛等
のリスク牛20
～27万頭を検
査

農場段階におい
て２４ヶ月齢以
上の死亡牛につ
いても検査

備
考

２４ヶ月齢以上すべてリスク牛

（歩行困
難牛など）

３０ヶ月齢以上
（一部の国では

２４ヵ月齢以上）

３０ヶ月齢以上
２万頭

すべて健 康 牛

サーベイランス
／食肉検査

サーベイランス食肉検査目　 的

Ｅ　Ｕ米　国日　本

厚生労働省と農林水産省からの諮問
日本の牛海綿状脳症（BSE)対策の見直し

• と蓄場におけるBSE検査対象の牛の月齢の
改正（０月齢を２１月齢へ）

• 特定危険部位（SRM)除去の徹底

• 飼料規制の実効性確保の強化

• BSEに関する調査研究の推進
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死亡率の推移

悪性新生物

全結核

脳血管疾患

心疾患

肺炎および気管支炎

慢性肝疾患および肝硬変

年

（人口10万対）

国の発達段階による疾病への上位10のリスク因子

・・・1.75.5非衛生的水・状態

低死亡数(24億人）高死亡数(23億人）

・・・

・・・

・・・

・・・

　　　・・・ 　* *
1.9
2.0
2.5
3.0
3.1
3.2

3.7

10.2

　　14.9　*

発展途上国

0.71.8鉄欠乏

0.8・・・不健全な性行為

10.95.0血圧

12.24.0タバコ

7.62.1コレステロール

・・・不法薬剤

3.3・・・運動不足

3.91.9果物・野菜の

　低摂取

7.42.7肥満

9.26.2アルコール

・・・・・・ビタミンA欠乏

・・・・・・亜鉛欠乏

・・・1.9固形燃料による

　室内吸煙

・・・3.1低体重

先進国

(14億人）

*死亡数に対する種々の
　リスク因子の役割（％）

* *「・・・」は上位10位まで
　のリスク因子には入っ
　ていないもの

1)先進国：
　ヨーロッパ諸国、米国、
　日本、オーストラリア等

2）低死亡数発展途上国：
　中国、ブラジル、タイ等

3）高死亡数発展途上国：
　インド、ナイジェリア、
　マリ等

リスク因子

（Yach et al. JAMA,2004）
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部位別がん罹患割合比の推移

胃がん－男性－

日本人 一世 二世 ブラジル人

胃がん－女性－

日本人 一世 二世 ブラジル人

前立腺がん

日本人 一世 二世 ブラジル人

乳がん

日本人 一世 二世 ブラジル人

(Tsugane S. et al. 1990)
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がんを防ぐための12カ条（1978年）と
生活習慣病予防のための食生活（1996年）

バランスのとれた栄養をとる1.

毎日、変化のある食生活を2.

食べすぎをさけ、脂肪はひかえめに3.

お酒はほどほどに4.

たばこは吸わないように5.

食べものから適量のビタミンと繊維質のものを多くとる6.

塩辛いものは少なめに、あまり熱いものはさましてから7.

焦げた部分はさける8.
（ 8 . カ ルシウムを十分と っ て丈夫な骨づく り ）

かびの生えたものに注意9.
（ 9 . 甘い物は程々に）

日光に当たりすぎない10.
（なし）

適度にスポーツをする11.

体を清潔に12.
（なし）
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主なＯＥＣＤ加盟国の肥満率

0

10

20

30

40

日本 フランス 豪州 米国

％

1987～1994年 1999～2001年

条件付き特定

保健用食品

個別許可型（疾病リスク低減表
示を含む。）

規格基準型

規格基準型

特定保健用食品栄養機能
食品

その他
の食品

（いわゆる
健康食品
を含む）

保健機能食品医薬品

（医薬部外
品を含む）

保健機能食品制度（改正後）
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特定機能食品の評価

平成１７年２月１日～

企　業
厚生労働省

申請受付

有効性評価

食品安全委員会

安全性評価

厚生労働省

有効性評価　－　承認

特定保健用食品の安全性評価に関する基本的考え方特定保健用食品の安全性評価に関する基本的考え方

食経験

in vitro 及び動物を用いた in vivo 試験等

ヒト試験

安全・安心

安全：人とその共同体への損傷、ならびに人、
組織、公共の所有物に損害がないと客観
的に判断されること

安心：個人の主観的な判断に大きく依存する。

　　　　　　安全＋信頼＝安心

「安全・安心な社会の構築に資する科学技術政策に関する懇談会」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　報告書より一部変更

（文部科学省２００４年４月）
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内閣府

　食品安全委員会
ホームページ：http://www.ｆｓｃ.go.jp

ＴＥＬ：０３－５２５１－９２１８

ＦＡＸ：０３－３５９１－２２３７

「食の安全ダイヤル」：０３－５２５１－９２２０・９２２１

　〒100-8989
　　東京都千代田区永田町２－１３－１０
　プルデンシャルタワー６Ｆ


